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◆◆個人情報の保護◆◆ 
（  司法書士法人 芝トラスト  司法書士 宮本 敏行  ） 

  

 後を絶たない「個人情報の漏洩」

のニュース。皆さんの会社は大丈夫

ですか？ 

 

今年はソニーグループの１億件

超の漏洩が大きな話題になりまし

た。これは外部からの不正アクセス

によるものです。対策はこれからで

すが、莫大な費用を要することにな

ると思われます。漏洩事故を起こし

てしまうと、費用の面ももちろんで

すが、「信用」という大事な財産を

失うことになります。 

  

皆さんは、「個人情報の保護に関

する法律」をご存知でしょうか。こ

の法律は、平成１７年から全面施行

されています。そこには過去６ケ月

内に 5,000件を超える個人情報を事

業の用に供している事業者を「個人

情報取扱事業者」として法律の適用

対象事業者として、「利用目的の特

定」、「従業員の監督」、「委託先の監

督」などといった義務を課していま

す。 

 

 

 

 

 

従業員が１０人前後の会社でも

この「個人情報取扱事業者」に実は

該当している場合がありえます。法

律ですから、違反した場合には、も

ちろん罰則もあります。 

  

では何をどのようにしたらよい

のか。参考になるのが、経済産業省

が公表している「ガイドライン」や、

個人情報保護マネジメントシステ

ム規格の「JISQ15001：2006」とい

ったものです。本来は個人情報保護

マネジメントシステムを構築する

ためのものですが、これらに沿って

業務フローを見直してみると業務

上のリスクや無駄がみえてくるか

もしれません。 
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法令を遵守し
ながら、業務
改善につなが
る一石二鳥を
目指してみる
のは如何でし
ょうか。 
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